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令和 6 年度第 4 回韮崎市子ども・子育て会議 会議録（要旨） 
【会議の概要】 
1 会議の名称 令和 6 年度第 4 回韮崎市子ども・子育て会議 
2 日時 令和 7 年 2 月 17 日(月) 午後 7 時 00 分〜午後 7 時 40 分 
3 場所 韮崎市役所 4 階 大会議室 
4 議題 （１）韮崎市子どもの権利に関する条例（案）について 

（２）韮崎市こども計画（案）について 
（３）令和 7 年度市内特定教育・保育施設の利用定員について 
（４）その他 

5 出席委員 石山 ゐづ美 会長 中山 友江 副会長 
野村 武司 委員 内藤 香織 委員 内藤 慶子 委員 今福 千恵子 委員 
石川 健 委員  矢崎 夏実 委員 中山 英里 委員 小野 貴史 委員 
鈴木 保仁 委員 佐藤 安雄 委員 西田 遙 委員 

6 会議の公開区分 ■ 全部公開  □ 一部公開  □ 非公開 
7 傍聴人の数 0 人 
8 出席職員 こども子育て課  

稀代 課長 
 望月 リーダー、飯塚（子育て支援担当） 
 清水 リーダー（保育担当）、 小屋 リーダー（こども相談担当） 
 横田 園長（たんぽぽ保育園）、猪又 園長（すずらん保育園） 
教育課：清水 リーダー（学校教育担当） 
健康づくり課：福田 リーダー（保健指導担当） 
福祉課：立花リーダー（生活支援担当）、 小倉リーダー（障がい福祉担当） 
デジタル戦略課：小林（地域戦略担当） 
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【協議内容等】 
発言者 内容（要旨） 

事務局 
 

【開会】 
・開会及び会議の司会を担当する旨を説明 
・次第により会を進行 

こども子育て課長 【開会】 
・次第 1 開会（課長あいさつ） 

事務局 
 

【進行】 
・欠席委員の報告 
・次第 2 会長あいさつ（会長にあいさつを依頼） 

会長 【会長あいさつ】 
 皆様こんばんは。 
 先週末、学会で高知県に行き、そこで今まで存じなかった記念館
に行ってきました。高知市立自由民権記念館という施設ですが、昔
の方達が自由や人権等を求めて活動されていたことを改めて思い
知り、見学してきました。 
 人任せにしていては人権の意識は高まっていかないと思います。 
 今日も皆さんの意見を聴きながら、良い会議となるようご協力を
お願いします。 

事務局 
 

【進行】 
・追加資料の説明 
・韮崎市子ども・子育て会議条例第６条第２項の規定により会長に

議事進行を依頼 
議長（会長） 【議事】 

・次第 3 審議に入る旨の宣言 
・議事（１）韮崎市子どもの権利に関する条例（案）について事務 

局に説明を求める 
事務局 
 
 

【説明】 
・資料「意見募集（パブリックコメント）の結果について」、「パ 

ブリックコメント報告資料」及び「韮崎市子どもの権利に関する 
条例（案）」を基に説明 

議長（会長） 【議事】 
・説明事項に対し、委員へ質問、意見を求める 

委員 A 
 

【質問】 
 「韮崎市子どもの権利に関する条例（案）」の資料について、句読
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点の位置に違和感がありますが、これが正しい文面ということでい
いでしょうか。 

事務局 
 

【回答】 
 正しいものとなります。韮崎市で議会へ出す文書は横三十文字、
縦三十五行という決まりがあります。国語的に表記すれば、句読点
が先頭に来ることはありませんが、ここでのやり方は先に説明した
表記で処理しています。 

委員 B 
 

【意見】 
 第 1 条に記載のある「こども基本法の理念」について。こども基
本法では第 3 条で基本理念を掲げていますが、それと同じなのか違
うのかというところが一点です。 
 それと前回も指摘しましたが、第 18 条第 3 項で努力義務の記載
がされています。こども基本法では「反映させるための措置を講ず
るものとする」とあり、努力義務の記載を排除しています。こども
基本法での表現よりも一段引き下がった格好になっていますが、こ
れでいいのだろうかと思います。こども基本法にある「反映させる
ための措置を講ずるものとする」とした方が整合性が取れるのでは
ないかと思います。 

事務局 
 

【回答】 
 第 1 条の「こども基本法の理念」についてですが、こども基本法
第 3 条に規定している基本理念の部分を想定しております。 

第 18 条につきましては、ご意見いただいた通り、「反映させるた
めの措置を講ずるものとします」と修正対応させていただきます。 

委員 B 
 

【意見】 
 こども基本法第 3 条はこども施策の基本理念なんですよね。指摘
されそうな気がしますが、お任せします。 

事務局 
 

【回答】 
 第 1 条の目的の中で、制定目的等も踏まえて考えております。 

議長（会長） 【議事】 
・他に質問、意見がないか求める （特になし） 
 それでは、第 18 条第 3 項の文面を「反映させるための措置を講
ずるものとします」と修正するということで、承認いただけますで
しょうか（異議等なし）。 
 議事（１）はこれにて終了といたします。 
・議事（２）韮崎市こども計画（案）について事務局に説明を求める 
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事務局 
 

【説明】 
・資料「韮崎市こども計画（案）」を基に説明 

議長（会長） 【議事】 
・説明事項に対し、質問、意見を求める （特になし） 
 議事（２）はこれにて終了といたします。 
・議事（３）令和 7 年度市内特定教育・保育施設の利用定員につい 

て事務局に説明を求める 
事務局 
 

【説明】 
・資料「令和 7 年度市内特定教育・保育施設の利用定員について」 

を基に説明 
議長（会長） 【議事】 

・説明事項に対し、質問、意見を求める （特になし） 
 議事（３）はこれにて終了といたします。 
 議事（４）その他について意見等を求める。 

事務局 
 

【説明】 
 議事２で承認をいただきましたこども計画につきまして、計画書
の冒頭に「はじめに」という形で、表紙の次のページに市長挨拶文
が入ります。 

最終的な正本は、３月下旬になりますが、市ホームページに公表
するとともに、委員の皆さまに送付いたします。 

議長（会長） 【議事】 
・他に意見等がないか求める （特になし） 
・議事終了（以後の進行を事務局へ依頼） 

事務局 
 

【進行】 
・次第４ その他 

▸来年度以降の子ども・子育て会議について説明 
・次第５ 閉会（副会長に閉会あいさつを依頼） 

副会長 【閉会あいさつ】 
 本日は貴重なご意見ありがとうございました。 
 以上をもちまして、会議を終了します。 

 


